
中学校の社会科や高校の地理歴史科・公民科の内容には、経済に関係するテーマがたくさん含

まれています。そして、地理・歴史・公民の内容を経済の視点から見たとき、現代という時代の

さまざまな姿が浮かび上がってきます。この講座は、そうした研究成果の一端を中学校・高校の

先生方や一般の方々に紹介するために企画された講座です。 

昨年度も同名の講座を実施し、今年度はその第２弾でした。内容は昨年度とは別内容で、歴史

分野・公民分野に関わる「江戸時代はリサイクル社会」、地理分野・公民分野に関わる「地域の

雇用問題を考える」、公民分野・地理分野に関わる「日本を取り巻く貿易環境」の３部構成で行

いました。 
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江戸時代はリサイクル社会 

 

松浦 昭（兵庫県立大学経済学部） 

 

 

はじめに 

私たちはいつの頃からか「始末」よりも「消費は美徳」という言葉に酔いしれるようになった。そし

て今、化石エネルギーの大量使用の結果が大きな問題を引き起こしていることは誰の目にも明らかであ

る。そこで「蝋燭の流れ買い」という職業まであったほど太陽エネルギーを最大限に利用していた江戸

社会を考察することによって、これからの社会の在り方について考えるための材料としたい。 

エコやリサイクルと言われ始めると本物ではなく、人々が当たり前と思っている事柄はわざわざ言

葉にする必要がない。そうした世界が江戸時代であった。 

 

１．江戸時代は「植物国家」        

太陽エネルギーは植物がまた植物に戻る自然の大きなリサイクルであり、使い捨て、再生不能の化石

エネルギーとは大きく異なる。太陽と水と大地のあるかぎり日本の領域のなかで再生産可能である。燃

料は薪炭(土地の生産物)であり、動力としては畜力、人力、水力、風力が使用された。 

 衣服の素材は麻、木綿を始め畑の農産物である。絹は蚕の掃く生糸が原料であるが、蚕は大量の桑を

食べて育つことを思えば絹も準植物性と考えてよい。しかも着物には半端な裁ち落とし部分がないこと

や、着付けによって背丈、体重に合わせることが容易など洋服と比べて無駄が少ない。 

食材は、魚以外はほとんど農産物である。これは肉食と比べてエネルギー効率が良い。限られた土地

面積のもとで人口扶養力が高い。 

 住宅の素材は、木、葦、藁、竹、樹皮などの天然素材である。乱開発防止のため、「山川掟」を出し

て計画的な伐採と植林によって木材の安定的な供給を目指した。 

藁は衣食住のすべての分野で使用された。たとえば、衣(編笠、蓑、藁草履)、食(飢饉食、牛馬の餌、

肥料堆肥)、住(屋根、畳、筵)さらに米俵、酒樽の薦、縄等に広く利用されている。 

 

２．リサイクル 

  人々は限られた資源のなかで物を大切に使い続けた。それをサポートする職業が多く存在した。たと

えば、修理・販売（提灯の張り替え、錠前直し、算盤屋、羅宇屋）、修理・再生（鋳かけ、瀬戸物の焼

きつぎ、下駄の歯入れ）、回収（紙くず買い、古着屋、蝋燭の流れ買い、灰買い）などである。 

 

３．公衆衛生 

 江戸が当時世界一の人口規模を誇った理由の一つに、公衆衛生の良さがあった。特に糞尿処理におい

て日本は西洋と大きく異なっていた。西洋では糞尿は汚物として、未処理のまま道路に投げ捨てられた

り、川に投棄されたりした。都市環境はきわめて劣悪であった。日本では人間の排泄物は肥料として、

立派な商品であった。 

ゴミ処理についても同様のことがいえた。ゴミを町中、川、堀に投棄することは禁止され、専門のゴ



ミ処理業者が存在していた。１７世紀末には隅田川河口の浚渫工事を幕府に出願した町人が、江戸市中

のすべてのゴミの収集、処分も行うことを条件に許可された。これは、隅田川の川ざらえによる土砂と

江戸のゴミでもって、永代島を埋め立て広大な新田を造り出すというまさに一石三鳥の策であった。 

 

 

おわりに 

江戸時代は太陽エネルギーを中心に再生可能な資源を有効に利用しつつ、徹底したリサイクルや見事

な排泄物処理、ゴミ処理によって、西洋と比べて比較的快適な環境が保つことができた。このように優

れた面みられたが、すべての面でいいことばかりではなかった。公害も発生しており、また都市の死亡

率も農村と比べれば高かった。われわれは、そうした面も考慮してバランスのとれた江戸時代像を描か

ねばならない。 

 

[追記] 

「歴史は覚えるもの」という先入観があるので、「考える歴史」の面白さを実感してもらうために、

講義は「何故江戸時代は２７０年も続いた？」という設問から始めた。唯一の正解があるわけではなく、

自分で考えることが大切であると説明した。 
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地域の雇用問題を考える 

 

加藤恵正（兵庫県立大学政策科学研究所） 

 

● 混迷深まる地域の雇用情勢 

地域の雇用就業は、地域固有の社会経済的状況と関連しながら年齢や職業などにおいて多様な実態を

有している。OECD は雇用就業に政策が、局地的労働市場の情報が共有され、また関係主体が連携しや

すい地域でのマネジメントの有効性を local flexibility という観点から指摘している。こうした状況は、

わが国社会が少子高齢化を深化させる過程で、より明確な形で先鋭化してきているといって過言ではな

い。ここでの論点は、第一に、高齢人口の増加と若年人口の急減が、企業における雇用制度のあり方の

再編・見直しを不可避としていることだろう。これまでどちらかというと脇役であった女性や高齢者の

雇用制度の拡充は既に顕在化してきている。第二に、移動性向が高い若年層の枯渇により、地域間の労

働力の需給ギャップ調整が市場メカニズムでは機能しなくなってきていることがあげられる。長男長女

家族の拡大にともなって、若年層の地元定着指向が強化されたとの指摘もある。こうしてみると、変化

が加速する個別地域の多様な需要にたいしてきめ細かな労働の供給体制を整備していくことが求めら

れる。こうした少子高齢化がもたらす空間的な人口の偏在も、地域雇用就業政策のありかたを大きく変

えることとなろう。さらに、社会の成熟化とともに、働くことの意義が変わってきている。現代社会に

おける働き方は、人々の居住地選択と関わりながら地域の多様性をますます顕在化させる可能性がある。 

 

 

● 都市政策としての雇用就業戦略 

ここではまず、地域経済の全体像を見るために、一人当たり市民所得を取り上げることにしたい。一

人当たり市民所得は、 

一人当たり市民所得＝市民所得／人口 

        ＝（市民所得／就業者数）X（就業者数／労働力数）X（労働力数／人口） 

という三つの要因に分けることができる。一人当たり市民所得は、他の要因を一定にすれば就業者１人

当たり市民所得（雇用者所得＋財産所得＋企業所得）＝労働生産性が高いほど、また労働力数（就業者

数＋完全失業者数：現在働いている労働力に求職型無業者を加えた人数）のうち職業に就き働いている

人の割合が多いほど水準は高い。また、市民全体のなかで労働力数が多いほど所得水準は高くなる。 

一人当たり市民所得に最も大きな影響を及ぼしているのは労働生産性で、都市・地域における労働市

場の需要側面である。この点に関しては、これまでも都市や地域の経済政策として、企業立地促進や中

小企業のイノベーション支援といった視点からの政策が実施されてきた。都市・地域産業政策に関わる

項目である。これにたいし、第２項は都市地域における雇用就業問題と関わっており、労働力のなかで

実際に働いている就業者の割合を示すもので，女性，高齢者などの労働市場への参加率，若年層の就業

状況など地域による差異が大きい項目でもある。これは，地域労働市場の実態を示すものであり、これ

まで国民経済的視点から検討が行われてきた「働く」ことに関わる問題を，地域固有の課題として点検

していく必要性を示している。女性・高齢者雇用や若年層の高失業率，さらには拡大する労働力流動化

などは，わが国の労働市場が共通して直面する現実である。しかし，こうした課題群への対応は，個別



の都市・地域が有する社会経済特性と深く関わっており，地域に根ざした雇用・就業政策策定は喫緊の

課題である。いまひとつ、この第２項が示唆しているのは、就業を通じて社会に「参加」することの重

要性である。「全員が社会に参加し、その能力を発揮し、生き甲斐を感じることができるようにするこ

とは、社会の活性化、安定化、健全な発展につながる」。こうした視角は、ソーシアル・インクリュー

ジョン・アプローチとして現在では、EU 等における都市・地域政策の核心として位置づけられている。

一人当たり市民所得への影響度は第１項目の労働生産性ほど数値上は大きくないが、第２項は都市や地

域における市民のくらしを示すきわめて重要な項目といってよい。労働力に占める就業者数の確保・拡

大は、その仕事の質の確保とともに、これからの都市政策の根幹のひとつと位置づけてもよいだろう。

EUの雇用戦略は、失業者だけでなく勤労意欲喪失者の就業促進も対象にしているため、目標を失業率低

下ではなく就業率向上におき、これを「フル就業（full employment）」と呼んでいる。わが国の諸都市・

地域が直面する課題もこうした EU の問題と共通していると考えてよいだろう。 

 

 

● 都市雇用就業戦略の目標 

 都市における労働市場政策を検討するうえで、その供給サイドの就業への姿勢や需要サイドの雇用の

判断などを軸としてくらしや失業、労使関係などカバーする領域は多岐にわたる。本来、都市における

労働市場政策を考えるうえでは、多くのしかも複雑に絡み合った要因群を総合的に点検しなければなら

ないが、多重的に関連性を有する要因を含む戦略的 Policy Principle が必要である。ここでは、都市労

働市場が効率的かつ柔軟に機能するためのポイントに着目し、内部労働市場と外部労働市場の接点を形

成する「就業能力（Employability）の向上」「ワーク・ライフ・バランス（Work Life Balance）の確

立」、及び内外労働市場と地域中間労働市場の３者を結びつける「ソーシャル・インクリュージョン

（Social Inclusion）構築」を目標として提示し、その具体的なありかたについて、先行事例などを参照

しながら議論を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



日本を取り巻く貿易環境 

――日本・中国・東アジア諸国の自由貿易協定―― 

 

石黒靖子（兵庫県立大学経済学部） 

 

講義の構成 

１．地域統合とは 

２．日本の地域統合の現状 

３．関税の効果と地域統合の経済効果 

４．アジア諸国の FTAと日本への影響 

５．FTA締結を阻む要因  

 

戦後、日本の貿易政策の中心は GATT・WTO(World Trade Organization 世界貿易機関：1995)

による多角的貿易自由化交渉であった。GATT・WTO による多角的貿易自由化交渉では，参加国

が共通のルールのもとで，貿易の自由化がすすめられてきている。しかし，WTO の貿易自由化交

渉が行き詰まっている。実際，2001 年に加盟 153 カ国・地域の市場を共通ルールのもとで開放し

ようというドーハ・ラウンドが開始したが 2008 年 7 月に決裂した。このようなことを背景に各国

は自由貿易協定：FTA（Free Trade Agreement）交渉に貿易政策の力点を移しつつある。日本政

府も FTA は WTO を中心とする多角的貿易体制を補完するものであると位置づけ，シンガポール

との間の FTA 締結を皮切りに，アジア諸国を中心として FTA の締結を進めている。そこで本講座

では，1.地域統合の一形態である FTA の定義，2.日本の FTA の現状，3.FTA の締結の経済効果，

4. アジア諸国の FTA と日本への影響，５.FTA 締結を阻む要因とその解決法について概観した。

1.では，まず地域統合の一形態である FTA を Balassa の地域統合の分類よりその他の形態と比較

した。さらに GATT・WTO 体制と FTA との関係を整理し，GATT・WTO 体制は将来的には世界

的な自由貿易体制に結びつくような FTA を GATT・WTO 体制と整合的な FTA をして認め，その

ために必要であるとされる条件を概観した。次に 2.では，日本が現在締結している FTA の締結先

や，日本の協定は国家間の経済関係全般を広く含み FTA＋αの EPA とよばる協定であることを解

説した。FTA は特定の国との間で関税を撤廃する協定であるため，3.ではまず関税撤廃の一般的効

果は経済厚生を高めること示した。しかし特定の国との間で関税を撤廃すれば，短期的には経済厚

生が必ずしも改善する訳ではないが，長期的には改善する可能性があることを解説した。さらに

GATT・WTO 体制と整合的な FTA 条件をみたしたとしても既存の FTA が世界的な自由貿易体制

への妨げとなりえることも示した。4.では ASEAN，韓国，中国の締結状況を概観し，東アジア諸

国においてはASEANをハブとするFTA網が形成されている現状を考慮しながら，日本の今後FTA

の展望を解説し，5.では FTA 締結の障害示し解決を模索した。 

 


